
※新型コロナウィルス感染症拡大防止対策について

　令和５年５月８日（月）に新型コロナの感染症法上の位置付けが５類に移行しますが，引き続き各団体で感染対策にご
協力をお願いいたします。なお，今後の感染状況によっては体調確認の書面等の提出を求める場合があります。


